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処 分 基 準 

                                               令和６年１２月２５日作成  

法 令 名：道路交通法  

根 拠 条 項：第 90 条第６項  

処 分 の 概 要：運転免許の取消し  

原権者（委任先）：福井県公安委員会  

法 令 の 定 め：道路交通法第 90 条第２項（免許の拒否等）  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処 分 基 準：運転免許を与えた後における運転免許の取消しは、法令の定めを

基準としつつ、別紙に従い処分の軽減を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

問 い 合 わ せ 先：福井県警察本部交通部運転免許課行政処分係  

０７７６－５１－２８２０（内線３２１、３２２）  

 

備 考：  
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別紙 

 

第１ 運転免許の効力の停止等の処分量定基準 

１ 点数制度による運転免許の効力の停止等の処分の基本量定（４に規定するもの

を除く。）  

(1) 運転免許の効力の停止の基準（道路交通法施行令（以下「令」という。）第 38

条第５項第２号イ）に該当する者 

一般違反行為(令第 33 条の２第１項第１号の一般違反行為をいう。以下同じ。）

に係る累積点数（令第 33 条の２第３項の累積点数をいう。以下同じ。）が令別

表第３の１の表の第１欄に掲げる区分に応じ同表の第７欄に掲げる点数に達し

たことにより、運転免許（以下「免許」という。）の効力の停止の基準に該当す

ることとなった者の処分の基本量定の期間は、次表の左欄及び中欄に掲げる区

分に応じそれぞれ右欄に掲げる期間とする。 

  

  

  

  

  

  

  

     

 

 

 

 

 

 

前歴の回数 累積点数 期 間 

   

前 歴 が な い 者 

 

 ６点、７点、８点 30 日 

  ９点、10 点、11 点 60 日 

  12 点、13 点、14 点 90 日 

 

前歴が１回である者 

 

  ４点、５点 60 日 

  ６点、７点 90 日 

  ８点、９点 120 日 

   

前歴が２回である者 

 

  ２点 90 日 

  ３点 120 日 

  ４点 150 日 

前歴が 

３ 回 

以上で 

ある者 

３ 回 で あ る 者   ２点 120 日 

  ３点 150 日 

４回以上である者 

 

  ２点 150 日 

  ３点 180 日 

    （注）前歴とは令別表第３の備考の１に規定する前歴をいう。以下同じ。 

 

(2) 免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の停止又は６月を超えない

範囲内の期間の自動車及び一般原動機付自転車(以下｢自動車等｣という。)の運

転の禁止の基準（令第 33 条の２、第 33 条の３又は第 40 条）に該当する者 

前記(1) に掲げる期間は、免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の

停止又は６月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の基準に該当す

ることとなった者の処分の基本量定について準用する。 

なお、免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の処分の基

準に該当する者（運転免許試験に合格した者で、当該試験に係る免許以外の免許

を現に受けている者又は国際運転免許証若しくは外国免許証を現に所持してい

る者（以下「他免許等既得者」という。）を除く。）については、前記(1) に掲
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げる期間から、当該処分の理由となった一般違反行為をした日（令第 33 条の２

第４項各号に掲げる者については、当該各号に定める日とする。）から当該処分

の日までの既に経過した期間を除いた残りの期間を処分期間とするものとす

る。 

 

２ 点数制度によらない免許の効力の停止等の処分の基本量定（３及び４に規定す

るものを除く。） 

(1)  免許の効力の停止の基準（令第 38 条第５項第２号ロ又はハ）に該当する者 

重大違反唆し等若しくは道路外致死傷又は危険性帯有により免許の効力の停

止の基準に該当することとなった者の処分の基本量定の期間は、次のとおりと

する。 

ア 重大違反唆し等・道路外致死傷（令第 38 条第５項第２号ロ） 

(ｱ) 令別表第４第４号に掲げる重大違反唆し等をしたときは、次表の左欄に

掲げる重大違反の種別に応じ、それぞれ右欄に掲げる期間 

  

  

  

  

  

  

 

重大違反の種別 期 間 

酒気帯び（０.２５未満）速度超過（２５未満）等、酒気帯び運転

（０.２５未満）、大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は

速度超過（５０以上） 

 

90 日以上 

 

速度超過（３０（高速４０）以上５０未満）、積載物重量制限超過

（大型等１０割以上）、携帯電話使用等（交通の危険）、無車検運

行又は無保険運行 

30 日以上 

 

 

    （注）重大違反の種別は、令別表第２の１の表に定める点数が６点から 14 点まで

の違反行為の種別をいう。 

(ｲ) 令別表第４第４号に掲げる道路外致死傷をしたときは、次表の左欄に掲

げる道路外致死傷の種別に応じ、中欄又は右欄に掲げる期間 

なお、処分の基本量定の期間は、当該事故が道路交通法(以下「法」とい

う。)第２条第１項第１号に規定する道路(以下｢道路」という。）における

ものであった場合において、その処分が令第 38 条第５項第１号に掲げる免

許の取消しの基準に該当するものであるときは、180 日の期間、同項第２号

に掲げる免許の停止の基準に該当するものであるときは、前記１の(1)に定

める基本量定に準じた期間とする。 

 

 

道路外致死傷の種別 

 

 

 

 

専ら当該道

路外致死傷

をした者の

不注意によ

るものであ

る場合にお

ける期間 

中欄に規定

する場合以

外の場合に

おける期間 

 

 

 

人の傷害に係る道路外致死傷で負傷者の負傷の治療  60 日以上 
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に要する期間が３月以上であるもの又は後遺障害が

存するもの 

－ 

 

人の傷害に係る道路外致死傷で負傷者の負傷の治療

に要する期間が 30 日以上３月未満であるもの（後遺

障害が存するものを除く。） 

 

60 日以上 

 

 

30 日以上 

 

人の傷害に係る道路外致死傷で負傷者の負傷の治療

に要する期間が 15 日以上 30 日未満であるもの（後

遺障害が存するものを除く。） 

 

30 日以上 

 

 

30 日以上 

 

    （注）１ 負傷者の負傷の治療に要する期間は、当該負傷者の数が２人以上である

場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が高い者の負傷の治

療に要する期間をいう。イ(ｵ)において同じ。 

          ２ この欄の後遺障害とは、当該負傷者の負傷が治ったとき（その症状が固

定したときを含む。）における身体の障害で運転免許の拒否等の処分の基

準に係る身体の障害の程度を定める規則（平成 14 年国家公安委員会規則

第 14 号）で定める程度のものをいう。 

イ 危険性帯有（令第 38 条第５項第２号ハ） 

次に掲げる行為をした者が、自動車等を運転することが著しく道路におけ

る交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、それぞれの行為ごとに定め

る期間  

(ｱ) 自動車等の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者が

次表の左欄に掲げる一般違反行為をさせたときは、右欄に掲げる期間 

一般違反行為の種別 期 間 

整備不良（制動装置等）又は整備不良（尾灯等） 30 日以上 

(ｲ) 自動車の使用者（安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行

を直接管理する地位にある者を含む。３において「使用者等」という。）が

その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次表の左欄に掲げる違反行為

を命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認したとき（令

第 38 条第５項第１号ロ又は第２号ロに該当する場合を除く。）は、それぞ

れの区分に応じ右欄に掲げる期間 

違反行為の種別 期 間 

酒気帯び運転（０．２５以上）、過労運転等、無免許運転、酒気帯び

（０.２５未満）速度超過（５０以上）等、酒気帯び（０.２５未満）

速度超過（３０（高速４０）以上５０未満）等、酒気帯び（０.２５

未満）速度超過（２５以上３０（高速４０）未満）等、酒酔い運転又

は麻薬等運転 

 

 

180 日 

 

 

酒気帯び（０.２５未満）速度超過（２５未満）等、酒気帯び（０.２

５未満）、大型自動車等無資格運転又は速度超過（５０以上） 

90 日以上 

 

速度超過（３０（高速４０）以上５０未満）、積載物重量制限超過

（大型等１０割以上）、速度超過（２５以上３０（高速４０）未満）、
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放置駐車違反（駐停車禁止場所等）、積載物重量制限超過（大型等

５割以上１０割未満）、積載物重量制限超過（普通等１０割以上)、

速度超過(２０以上２５未満）、放置駐車違反（駐車禁止場所等）、

積載物重量制限超過（大型等５割未満）、積載物重量制限超過（普

通等５割以上１０割未満)、速度超過（２０未満）又は積載物重量制

限超過（普通等５割未満） 

 

30 日以上 

 

 

 

 

   （注）違反行為とは、一般違反行為及び特定違反行為（令第 33 条の２第２項第１号

の特定違反行為をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。 

(ｳ)  交通事故があった場合において、唆して次表の左欄に掲げる措置義務違

反をさせ、若しくは当該違反をした場合に助け、又は自動車の運転者以外の

乗務員が左欄に掲げる措置義務違反をしたとき（令第 33 条の２の３第４項

第２号に係る重大違反唆し等に該当する場合を除く。）は、それぞれの区分

に応じ右欄に掲げる期間 

措置義務違反の種別 期 間 

人の死亡又は傷害に係る交通事故を起こした場合における措置義務

違反 

180 日 

 

物の損壊に係る交通事故を起こした場合における措置義務違反 30 日以上 

   （注）上表において措置義務違反は、法第 72 条第１項前段の規定に違反する行為

をいう。 

(ｴ) 道路運送車両法第 58 条第１項又は自動車損害賠償保障法第５条の規定に

違反する行為をしたとき（その者が自動車等を運転して当該規定に違反す

る行為をしたとき及び令第 38 条第５項第２号ロに該当する場合を除く。）

は、30 日以上の期間 

(ｵ) 道路以外の場所で、自動車等を運転し、 

ａ 故意により建造物を損壊したとき 180 日の期間 

ｂ 人を負傷させ（故意によるもの及び負傷者の負傷の治療に要する期間が

15 日以上であるもの又は後遺障害が存するものを除く。）、又は建造物

を損壊したとき（故意によるものを除く。）は、当該事故が、道路におけ

るものであった場合において、その処分が令第 38 条第５項第１号に掲げ

る免許の取消しの基準に該当するものであるときは、180 日の期間、同項

第２号に掲げる免許の停止の基準に該当するものであるときは、前記１の

(1)に定める処分の基本量定の期間に準じた期間 

(ｶ) 自動車等の運転を利用して、著しく道路における交通の危険を生じさせ

るおそれのある犯罪を犯したときは、30 日以上の期間 

(ｷ) 免許の効力の停止の期間中に当該免許を失効させた者又は再試験に係る

免許の取消しを受けた者が、当該免許の効力を停止することとされていた

期間が経過しない間に免許を受けたときは、当該処分の日を起算日とする

処分の残期間 

(ｸ) 免許証を偽造し、若しくは変造したとき、又はこれらの行為に関与したと
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きは、60 日以上の期間 

(ｹ) 不正の手段で免許又は免許証を取得し、若しくは取得しようとしたとき、

又はこれらの行為に関与したときは、60 日以上の期間 

(ｺ) 前各号に掲げる場合のほか、その者が自動車等を運転することが道路に

おける交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる行為をしたとき

は、30 日以上の期間 

(2)  免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の基準（令第 33 条

の２又は第 33 条の３）に該当する者 

前記(1)のアに掲げる期間は、免許の保留又は免許を与えた後における免許の

効力の停止の基準に該当することとなった者の処分の基本量定について準用す

る。 

なお、免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の処分の基

準に該当する者（他免許等既得者を除く。）については、前記(1)のアに掲げる

期間から、当該処分の理由となった重大違反唆し等又は道路外致死傷をした日

（令第 33 条の２第４項各号に掲げる者については、当該各号に定める日とす

る。）から当該処分の日までの既に経過した期間を除いた残りの期間を処分期間

とするものとする。 

    （注）重大違反唆し等をした日は、唆した日又は助けた日とするものとする。 

 

３ 麻薬、覚醒剤等の使用等をした者等に対する免許の効力の停止の処分量定基準 

次表の左欄に掲げる行為をした者が、自動車等を運転することが著しく道路に

おける交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、令第 38 条第５項第２号ハの

規定による免許の効力の停止を行うこととし、その処分の基本量定の期間は、それ

ぞれ右欄に掲げる期間とする。 

区     分 期 間 

法定の除外事由なしに麻薬、覚醒剤等の使用等をした者、法定の除外事

由なしに、使用等の目的で麻薬、覚醒剤等を所持した者等で、反復して

麻薬、覚醒剤等の使用等をするおそれがあるもの 

 

 

180 日 

 

 

 

免許を受けた者に対し、法定の除外事由なしに麻薬、覚醒剤等の譲渡し

等をした者 

自動車の使用者等で、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、麻

薬、覚醒剤等の使用等をして自動車を運転することを命じ、又は自動車

の運転者がこれらの行為をすることを容認した者（令第３８条第５項第

１号ロに該当する場合を除く。） 

 

 

 

90 日以上 

 

 

 

 

麻薬、覚醒剤等の使用等をした者に対し、唆して自動車等を運転させ、

若しくはこれを助け、又は自動車等を運転する者に対し、唆して麻薬、

覚醒剤等の使用等をさせ、若しくはこれを助けた者 
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    （注）上表における用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。 

１ 麻薬とは、麻薬及び向精神薬取締法（以下「麻向法」という。）第２条第１

号に規定する麻薬（別表第１に掲げる物及び大麻）をいう。 

２ 大麻とは、大麻草の栽培の規制に関する法律第２条第２項に規定する大麻

をいう。 

３ あへんとは、あへん法第３条に規定するあへん又はけしがらをいう。 

４ 覚醒剤とは、覚醒剤取締法第２条に規定する覚醒剤又は覚醒剤原料をいう。 

５ 麻薬、覚醒剤等の使用等とは、麻薬若しくは覚醒剤を自己に使用し、若しく

は施用を受け、あへんを吸食することをいう。 

  ただし、大麻草から製造された医薬品（テトラヒドロカンナビノール類を含

有するもの）を麻向法の免許制度の下で適正に施用を受ける場合を除く。 

６ 麻薬、覚醒剤等の譲渡し等とは、次に掲げる行為（未遂を含む。）をいう。 

(1) ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬を

譲り渡し、交付し、又は他人に施用すること。 

(2) (1)以外の麻薬を譲り渡し、施用のため交付し、又は他人に施用するこ

と。 

(3) あへんを譲り渡すこと。 

(4) 覚醒剤を譲り渡し、施用のため交付し、又は他人に施用すること。 

 

４ 暴走行為者等に対する免許の効力の停止等の処分量定基準 

(1)  点数制度による免許の効力の停止の基本量定 

ア 免許の効力の停止の基準（令第 38 条第５項第２号イ）に該当する者 

自動車等の運転者が道路において２台以上の自動車等を連ねて通行させ又

は並進させる場合における集団の勢力をかりて行う速度超過、信号無視、整備

不良等の違反行為（共同危険行為等禁止違反及び共同危険行為等禁止違反と

同時にした違反行為を除く｡以下「暴走行為」という。)に係る累積点数が令別

表第３の１の表の第１欄に掲げる区分に応じ、同表の第７欄に掲げる点数に

達したことにより免許の効力の停止の基準に該当することとなった者の処分

の基本量定の期間は、１(1)に定める基本量定の期間に 30 日を加えた期間と

し、その期間が 180 日を超える場合は 180 日とする。 

イ 免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の停止及び６月を超えな

い範囲内の期間の自動車等の運転禁止の基準（令第 33 条の２、第 33 条の３

及び第 40 条）に該当する者 

前記アに掲げる期間は、免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の

停止又は６月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分の基本

量定に準用する。 

なお、免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の処分の

基準に該当する者（他免許等既得者を除く。）については、前記アに掲げる期

間から、当該処分の理由となった一般違反行為をした日（令第 33 条の２第４

項各号に掲げる者については、当該各号に定める日とする。）から、当該処分
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の日までの既に経過した期間を除いた残りの期間を処分期間とするものとす

る。 

(2)  点数制度によらない免許の効力の停止の処分量定 

次表の左欄に掲げる行為をした者が、自動車等を運転することが著しく道路

における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、令第 38 条第５項第２号

ハの規定による免許の効力の停止を行うこととし、その処分の基本量定の期間

は、それぞれ右欄に掲げる期間とする。 

区     分 期 間 

他人を指揮して暴走行為をさせたとき、又は暴走行為を率先

助勢したとき 

 

 

 

180 日 

 

 

２人以上の自動車等の運転者が道路以外の場所において２台

以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる場合にお

いて、共同して、著しく他人の生命又は身体の危険を生じさ

せ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしたと

き 

道路若しくは公園、海水浴場、駅構内等の道路以外の公共の場

所において２台以上の自動車等を連ねて通行させ、若しくは

並進させる機会における自動車等の運転者若しくは同乗者に

より集団の勢力をかりて行われる石、ガラスびん、金属片、そ

の他人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、

若しくは発射する行為若しくは暴行、傷害、器物毀棄等の行為

で道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるもの

（以下「集団走行暴力行為」という。）をしたとき、又は唆し

て集団走行暴力行為をさせ、若しくはこれを助けたとき 

 

 

 

 

90 日以上 

 

 

 

 

 

 

 

共同危険行為等禁止違反が行われることを知りながら当該違

反に係る自動車等にその集団の一員として乗車していたとき

（令第 38 条第５項第１号ロに該当する場合を除く。） 

(1) 共同危険行為等禁止違反を行うおそれがある集団（以下

「暴走集団」という。）に参加した運転者が、道路における当

該暴走集団の通行に際し、道路運送車両法（昭和 26 年法律第

185 号）第 11 条第５項、第 19 条、第 36 条（第 73 条第２項に

おいて準用する場合を含む。）、第 73 条第１項（第 97 条の

３第２項において準用する場合を含む。）又は第 98 条第１項

若しくは第３項（不正使用に関する部分に限る。）の規定に違

反する行為をしたとき 

(2) 暴走集団に参加している運転者を指揮して(1)に規定す

る行為をさせたとき 

 

 

 

60 日以上 

 

 

 

 

 

 

５ 違反者講習を受講しなかった者に対する免許の効力の停止等の処分量定基準 
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法第 108 条の３の２の通知を受けた者で法第 102 条の２の期間内に同条に規定

する違反者講習を受講しなかった者が、違反者講習の理由となった一般違反行為

以外に一般違反行為を行っていた場合において、一般違反行為に係る累積点数が

令別表第３の１の表の第１欄に掲げる区分に応じ、同表の第７欄に掲げる点数に

達したことにより免許の効力の停止の基準に該当することとなったときの処分の

基本量定の期間は、１(1)に定める基本量定の期間に 30 日を加えた期間とする。 

 

６ 処分量定に関する特例 

(1) 一般違反行為をしたことを理由とする免許の効力の停止等の処分を猶予され

た者がその後違反行為をしたときは、処分を猶予されなかったときに比し、処分

が過重にならないよう処分量定を行うものとする。 

(2) 処分を受ける者の責に帰すべき理由以外の理由により違反行為又は重大違反

唆し等若しくは道路外致死傷（以下「違反行為等」という。）の発生の順に処分

を行うことができなかったときは、違反行為等の発生の順に処分が行われたと

きに比し、処分が均衡を失せず、かつ、処分が過重にならないよう処分量定を行

うものとする。 

(3) 処分を受ける者の責に帰すべき理由以外の理由により処分が遅れた場合で、

その者が当該処分の理由となった違反行為等をした日以後違反行為等をしない

で免許を受けていた期間（免許の効力が停止されていた期間を除く。以下同じ。）

が通算して１年を経過しているものであるときは、その実績等を考慮して処分

量定を行うものとする。 

(4) 前歴のある者の処分の場合で、その者が当該前歴の事由となった違反行為を

した日以後、違反行為等をしないで免許を受けていた期間が通算して１年に近

い期間を経過しているものであるときは、その実績、その後にした違反行為の危

険性等を考慮して処分量定を行うものとする。 

(5) 前歴のある者の処分の場合で、当該前歴がその者の責に帰すべき理由以外の

理由により処分が遅れたことによるものであるときは、通常の手続の範囲の期

間内に処分が行われたときに比し、処分が過重にならないよう処分量定を行う

ものとする。  

 

第２ 処分の軽減及び処分の猶予 

  １ 取消し等の処分の軽減 

一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合に累積点数が令

別表第３の１の表の第１欄に掲げる区分に応じ同表の第２欄から第６欄までに掲

げる点数に達し、若しくは特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうと

する場合の累積点数が令別表第３の２の表の第１欄に掲げる区分に応じ同表第２

欄から第９欄までに掲げる点数に達し、又は令別表第４第１号から第３号までに

掲げる行為をし、若しくは令別表第５第１号から第４号までに掲げる行為をした

ことにより、免許の取消し、免許の拒否又は１年以上 10 年を超えない範囲内の期

間の自動車等の運転の禁止の処分基準に該当することとなった者において、その
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者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるときは、そ

れぞれ次の区分により処分を軽減することができるものとする。 

(1) 免許の取消し（免許を与えた後における免許の取消しを除く。）の処分基準に

該当する者   

ア 一般違反行為若しくは特定違反行為をしたことを理由として処分を行う場

合（イに該当する場合を除く。）又は重大違反唆し等及び道路外致死傷を理由

として処分を行う場合で、令第 38 条第６項又は同第７項に規定する免許を受

けることができない期間（以下「欠格期間」という。）が２年以上に該当する

ときは、当該期間から１年を減じた期間に軽減することができる。欠格期間が

１年に該当するときは、180 日の免許の効力の停止に軽減することができる。 

イ 前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたこ

とを理由に処分を行う場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微あり、か

つ、交通事故が専ら相手側の不注意によって発生したものであるときは、欠格

期間が２年に該当するときは 180 日の免許の効力の停止、当該期間が１年に

該当するときは 150 日の免許の効力の停止に軽減することができる。 

(2)  免許の拒否又は免許を与えた後における免許の取消し（以下「免許の拒否等」

という。）の処分基準に該当する者（他免許等既得者を除く。） 

ア 令第 33 条の４第１項第２号若しくは第３号又は同条第２項第１号若しくは

第２号の規定により、欠格期間が、当該処分の理由となった行為をした日（令

第 33 条の４第３項において準用する令第 33 条の２第４項各号に掲げる者に

ついては、それぞれ当該各号に定める日をいう。以下同じ。）から起算して、

２年以上を経過するまでの期間に該当するときは、当該期間から１年を減じ

た期間に軽減することができる。欠格期間が１年を経過するまでの期間に該

当するときは、処分の理由となった行為をした日から 180 日を経過するまで

の期間の免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止に軽減す

ることができる。 

なお、これらの期間計算の結果、１年を減じた後の欠格期間又は免許の保留

若しくは免許を与えた後における免許の効力の停止に係る期間が既に経過し

ている場合は、免許の拒否等及び欠格期間の指定又は免許の保留若しくは免

許を与えた後における免許の効力の停止をしないものとする。 

イ 前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたこ

とを理由に処分を行う場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微であり、か

つ、交通事故が専ら相手側の不注意によって発生したものであるときは、欠格

期間が処分の理由となった行為をした日から２年を経過するまでの期間に該

当するときは 180 日の免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の

停止、欠格期間が処分の理由となった行為をした日から１年を経過するまで

の期間に該当するときは 150 日の免許の保留又は免許を与えた後における免

許の効力の停止に軽減することができる。 

なお、これらの期間計算の結果、免許の保留若しくは免許を与えた後におけ

る免許の効力の停止に係る期間が既に経過している場合は、免許の保留若し
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くは免許を与えた後における免許の効力の停止をしないものとする。 

(3)  自動車等の運転の禁止の処分基準に該当する者 

ア 令第 40 条第１項第２号若しくは第３号又は同条第２項第１号若しくは第２

号の規定により、自動車等の運転を禁止される期間が２年以上に該当すると

きは、当該期間から１年を減じた期間の自動車等の運転の禁止に軽減するこ

とができる。自動車等の運転を禁止される期間が１年に該当するときは、180

日の自動車等の運転の禁止に軽減することができる。 

イ 前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたこ

とを理由に処分する場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微であり、か

つ、交通事故が専ら相手側の不注意によって発生したものであるときは、自

動車等の運転を禁止される期間が２年に該当するときは 180 日の自動車等の

運転の禁止、自動車等の運転を禁止される期間が１年に該当するときは150

日の自動車等の運転の禁止に軽減することができる。 

 

２ 停止等の処分の軽減及び猶予 

一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合に累積点数が令

別表第３の１の表の第１欄に掲げる区分に応じ同表の第７欄に掲げる点数に達し

たこと、若しくは令別表第４第４号に掲げる行為をしたことにより免許の効力の

停止、免許の保留若しくは６月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止の基準

に該当することとなった者又は危険性帯有により免許の効力の停止の基準に該当

することとなった者において、その者の運転者としての危険性がより低いと評価

すべき特段の事情があるときは、その者に係る第１において規定する処分の基本

量定の期間から 30 日又は 60 日（前歴のある者については 30 日に限る。）を減じ

た期間に処分を軽減することができるものとする。 

また、処分の基本量定の期間が 30 日又は 60 日に該当する者（法第 108 条の３

の２の通知を受けた者で法第 102 条の２の期間内に同条に規定する違反者講習を

受けなかったものを除く。）において、前記特段の事情がある場合は、処分を猶予

することができるものとする。 

 

第３ 停止等の処分の期間の短縮 

法第 108 条の２第１項第３号に掲げる講習を受講した者の法第 90 条第 12 項又

は第 103 条第 10 項の規定に基づく処分期間の短縮は、考査の成績が 50％以上の者

について、受講態度を加味して改善効果を評価し、次表「処分期間の短縮日数の基

準」に準拠して行い、50％未満の者については行わないこと。ただし、考査の成績

が 50％未満の者からの申出に係る再考査の成績が 50％以上であるときは前記に準

じて処分期間の短縮を行うことができるものとし、この場合における短縮日数は、

次表の考査成績が可の場合の短縮日数を超えてはならないものとする。 

              処分期間の短縮日数の基準 

受  講  者 考査成績別短縮日数 
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処分区分 講習区分 処分日数 優 良 可 

 免許の効力 

 の停止 

 

 自動車等の 

 運転の禁止 

 

短期講習     30 日 29 日 25 日 20 日 

中期講習     60 日 30 日 27 日 24 日 

 

長期講習 

 

 

 90 日 

120 日 

150 日 

180 日 

45 日 

60 日 

70 日 

80 日 

40 日 

50 日 

60 日 

70 日 

35 日 

40 日 

50 日 

60 日 

 

 免許の保留 

 免許を与え 

 た後におけ 

 る免許の効 

 力の停止 

 

 

 

 

短期講習 

 

39 日 

以下 

 

受講日を除 

く残り日数 

 

処分日数の 

80％に当た 

る日数 

処分日数の

70％に当た

る日数 

 

中期講習 

 

40 日 

～ 

89 日 

処分日数の 

50％に当た 

る日数 

処分日数の 

45％に当た 

る日数 

処分日数の

40％に当た

る日数 

 

長期講習 

 

90 日 

～ 

180 日 

処分日数の 

45％に当た 

る日数 

処分日数の 

40％に当た 

る日数 

処分日数の

35％に当た

る日数 

    （注）１ 考査成績の優は 85％以上の成績、良は 70％以上の成績、可は 50％以上

の成績とする。 

２ 免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の短縮日数

を算出する場合において、１日未満の端数は切り捨てるものとする。 

３ 受講態度が不良で改善効果が低いと認めた者の短縮日数については、当

該本人の考査成績に係る短縮日数を下回るものとすることができる。ただ

し、考査成績が優の者の短縮日数については良に係る短縮日数を、良の者

の短縮日数については可に係る短縮日数を、それぞれ下回らないものとす

る。 

４ 令第 33 条の２第１項第８号に基づく保留処分の短縮日数は、当該処分

と同時に行われる免許の効力の停止等の処分の短縮日数と同じとなる。 

 

 


